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①保育所一覧

　市立保育所

名　称 所　在　地 TEL 定　員 開所時間(平日) 開所時間(土曜) 保育対象年齢

富谷保育所 富谷狸屋敷３０番地 358-1699 70名

富ケ丘保育所 富ケ丘三丁目１番３８号 358-3288 70名

東向陽台保育所 東向陽台三丁目１７番３号 373-9733 60名

成田保育所 成田三丁目１５番地７ 348-3216 120名

　認可保育園

名　称 所　在　地 TEL 定　員 開所時間(平日) 開所時間(土曜) 保育対象年齢

富ケ丘菜の花保育園 富ケ丘三丁目１番２８号 341-0059 50名 7:15～19:15 7:15～18:15
生後３ヶ月から

就学前まで

明石台くまちゃん保育園 明石台五丁目１番地１７ 725-6958 23名 7:00～19:00 7:00～18:00
生後４ヶ月から

２歳児まで

ぷらむ保育園大清水 大清水一丁目９番地８ 358-7666 30名 7:00～19:00 7:00～18:00
生後３ヶ月から

就学前まで

　認定こども園　　※２・３号（保育部門）の定員・開所時間です。

名　称 所　在　地 TEL 定　員 開所時間(平日) 開所時間(土曜) 保育対象年齢

上桜木果樹園の森こども園 上桜木二丁目１番地９ 348-7360 215名

明石台若樹の森こども園 明石台四丁目３番地３ 374-5627 110名

とみや杜の橋こども園 杜乃橋二丁目１１番地６ 348-5101 110名

アルシュ富谷こども園 明石台七丁目２番地２ 341-0740 117名

認定こども園 富谷ひよこ園 成田四丁目１８番地５ 347-3394 20名 7:00～19:00 7:00～18:00
生後２ヶ月から

就学前まで

明石台こども園　※１ 明石台一丁目２番地１ 341-3151 20名 7:00～19:00 7:00～19:00
生後１２ヵ月から

就学前まで

ぷらむ保育園富谷　※２ 三ノ関坂ノ下１２７番地２ 341-8152 90名 7:00～19:00 7:00～18:00
生後６ヶ月から

就学前まで

※２　ぷらむ保育園富谷は令和７年４月に、認可保育園から認定こども園に移行予定です。

　小規模保育室

名　称 所　在　地 TEL 定　員 開所時間(平日) 開所時間(土曜) 保育対象年齢

大清水ぞうさん保育園 大清水二丁目２２番地１ 341-5708 16名 7:15～19:00 7:30～17:00
生後６ヶ月から

２歳児まで

富谷ひよこの里 成田一丁目６番地１ 341-3046 19名 7:00～19:00 7:00～18:00
生後２ヶ月から

２歳児まで

ひよこのおうち 成田一丁目６番地１ 347-3133 19名 7:00～19:00 7:00～18:00
生後２ヶ月から

２歳児まで

キッズフィールド大清水園 大清水二丁目１３番地２ 341-8908 19名 7:15～19:15 7:15～18:15
生後２ヶ月から

２歳児まで

　　

　家庭的保育事業所

らびっと保育室（あけの平三丁目）

　保育所の見学を希望される場合は、事前に保育所にご連絡ください。
　家庭的保育事業所の見学を希望される場合は、子育て支援課にご連絡ください。
　小規模保育事業所・家庭的保育事業所は子どもが３歳に到達した年の年度末まで利用できます。
　家庭的保育事業所の定員は５名、生後６ヶ月～２歳児まで対象です。
　認可外保育所、企業主導型保育所、認定こども園１号（教育部門）は各施設にお申し込みください。
　掲載している保育所は、保育料の算定方法が一律です。（Ｐ５参照）

※１　０歳からの教育施設であるため、保育認定ではコース制度（通常コース、国際コース）を採用しています。必ず保護者負担額、
保育対象年齢などの詳細を園に直接ご確認の上で入園を希望してください。

7:15～19:00 7:15～17:30
生後６ヵ月から

就学前まで

7:15～19:15 7:15～18:15
生後６ヵ月から

就学前まで
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　②申請手続き、流れについて

◆年度初め（４、５月）入所を希望する場合

　受付期間：令和６年１０月１日（火）～令和６年１０月３１日（木）まで（厳守）

　受付場所：市役所子育て支援課、各保育所・認定こども園

　申請書提出にあたっての注意事項

　・　申請書は、提出書類等全て揃った状態での受付いたします。不足書類等がある場合は受付出来ませんので

　　ご了承ください。

　・　就労証明書や所得課税（非課税）証明書などの提出書類は、一般的に書類準備に時間を要します。

　　期限に余裕をもって書類をご準備ください。

　・　申込み時点では富谷市に住民票がなくても、富谷市に確実に転入予定の方であれば申込みは可能です。

　・　原則として郵便による受付はしていませんが、窓口への提出が困難な場合は事前にご相談ください。

　・　申込期間を過ぎてからのお申込みについては、二次審査の対象となります。

　　二次審査の受付は令和６年１１月１日（金）～令和６年１２月２７日（金）まで（厳守）

　・　令和７年１月６日以降のお申込みは、５月入所希望からの受付となります。

 

　※　新規入所申請者はお子さんと一緒に面接を行います。１１月下旬～１２月中旬（平日）に成田公民館にて実施し

　　　ますので、ご協力をお願いします。なお、日程の通知については例年11月中旬頃を目安にお送りしております。

　※　入所保留となった場合は、自動的に二次審査に移行し、３月上旬頃に結果を通知します。さらに、二次審査で

　　　保留となった場合は年度途中入所審査（下記の通り）に移行します。

◇年度途中（６月～３月）入所を希望する場合

　受付期間：入所を希望する月の前々月１０日から前月１０日まで

　受付場所：市役所子育て支援課、各保育所・認定こども園

　　　　　　⇒１０日が閉庁日の場合は翌開庁日が締め切りです。

　例）7月入所希望の場合

　　※　面接の結果、入所保留となる場合があります。

　　※　入所保留者は自動的に翌月の途中入所審査に移行します。希望しない場合は入所申請の取下げをしてください。

　　※　入所申請の取下げをする場合は子育て支援課にご連絡ください。

　　※　入所審査は先着順ではありません。書類が揃っているかご確認の上、ご申請ください。

　　※　入所申請後、転居や同居者の人数に変更があった場合は、速やかにご連絡ください。

　　※　申込み内容に虚偽が認められた場合は、ご利用をお断りすることがあります。

　　※　子どもが保育所の環境に慣れるまで『慣らし保育』を行います。 入所１～２週間程度（子どもにより個人差

　　　があります。）で少しづつ保育時間を延ばしていきますので、ご協力をお願いします。

１０月 •申請受付（１０月３１日締切）

１１～１２月
•入所面接

１月
•審査・選考

２月
•結果通知（入所通知または保留通知）

6月10日 •申請受付（５月１０日～６月１０日）

•入所審査・調整（締切から１週間程度）

６月中旬
•結果通知（入所通知または保留通知）※毎月20日頃

６月下旬
•面接

郵送にてお知らせいたします。

郵送にてお知らせいたします。
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③提出書類について

①教育・保育給付認定・変更申請書

②保育所入所申込書兼家庭状況調査書

③児童発育調査票

④保育が必要な状況を証明する書類（※１）

⑤令和６年度 市町村民税所得課税（非課税）証明書（※２）該当者のみ

⑥認可保育園等保育施設入所に係る同意書

⑦マイナンバー記入用紙

⑧申請保護者のマイナンバー確認書類（マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等）

⑨申請保護者の身元確認書類（運転免許証、パスポート等）

※児童が医療的ケアを必要とする場合は、入所施設で加配が必要になることがあります。加配の必要性の有無を確認

するため、医師の診断書等の提出を求めることがあります。

※１　保育が必要な状況を証明する書類

下記の状況に応じた書類をご提出ください。両親ともに必要です。

祖父母等と同居されている方で、同居する祖父母や親族（申請子どもの兄弟姉妹を除く）が保育が必要な状況に該当

する場合はその方の証明書もご準備ください。

保育を必要とする事由 必要書類

1 月６４時間以上の就労をしていること 就労証明書

2 出産の直前か直後であること（産前２ヶ月・産後３ヶ月） 母子手帳（出産予定日の記載ページ）の写し

3 保護者に疾病・障害がある場合 障害者手帳または診断書の写し

4 同居の親族を常時介護または看護していること 障害者手帳または診断書の写し

5 震災・風水害・火災・その他の災害の復旧に当たっていること 罹災証明書

6 求職活動を継続的に行っていること 求職活動申告書

7 保護者が就学・職業訓練を受けていること 在学証明書または学生証の写し

8
育児休業であること
（認定開始日の２か月後までに復職できる場合のみ対象）

就労証明書

9 虐待やＤＶの恐れがある場合 富谷市子育て支援課へご相談ください

※２　「令和６年度 市町村民税所得課税（非課税）証明書」について

○令和６年１月１日の時点で富谷市に住民票がない場合は、令和６年度所得課税（非課税）証明書の提出が必要です。

⇒令和６年１月１日時点で住民登録している市町村から発行を受けてください。

　※年度途中の入所申請や所得が無い方であっても令和６年度所得課税（非課税）証明書が必要です。

　※所得金額・市町村民税課税額を確認いたします。

○ひとり親世帯で、祖父母と同居している場合は、祖父母の所得課税（非課税）証明書もご提出ください。

⇒別世帯の場合でも同居している場合は必要です。

④保育の必要性の認定について

保育が必要な事由によって、認定区分が３つに分類されます。

１号（教育）認定を希望される場合は、入園を希望する施設へ申請書の提出をお願いします。

２号、３号（保育）認定を希望される場合は、必要書類を添付の上、富谷市子育て支援課へ申請書の提出をお願いします。

１号認定

教育認定

満３歳以上の幼稚園等で
の教育を希望する場合

２号認定

保育認定

満３歳以上の保育所等で
の保育を希望する場合

３号認定

保育認定

満３歳未満の保育所等で
の保育を希望する場合
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　⑤入所審査基準

　ご提出していただいた書類の審査及び面接等の結果をもとに、以下の富谷市保育所入所選考基準表に

基づき、入所を決定します。

　入所申込者多数の場合は、所得の低い世帯が優先となります。　　
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⑥保育料について

　保育料は所得に応じた課税状況によって、以下の基準表をもとに決定します。(月額 )

◆保育料は９月に切り替わります

　４月～８月分の保育料：令和６年度課税額（令和５年中所得）によって決定

　９月～３月分の保育料：令和７年度課税額（令和６年中所得）によって決定

◇兄弟姉妹が保育所、幼稚園等に通っている場合は上記保育料から軽減（免除）されます。

　小学校就学前の子どものうち第２子目　　：半額

　小学校就学前の子どものうち第３子目以降：無料

　※　所得割額が57,700円未満の世帯は、小学校就学後の子どもも対象としてカウントし、

　　　「第２子目：半額」、「第３子目以降：無料」となります。

　※　所得割額が77,101円未満で、ひとり親世帯・障害者のいる世帯は、

　　　「第１子目：半額」、「第２子目以降：無料」となります。
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◆３歳以上児の食材料費について

３歳以上児は保育料が無償ですが、食材料費が発生します。

食材料費の金額は保育施設によって異なり、公立保育所では以下の通りとなります。

主食費（ご飯・パン代） ：月額1,000円

副食費（おかず代） 　　：月額4,500円

　※所得割額が57,700円未満の世帯は、副食費が免除されます。

（ひとり親世帯・障害者のいる世帯は、所得割額が77,101円未満で免除対象）

　　※　算定する所得割額は、税額控除（配当控除・住宅借入金等特別税額控除・寄附金等税額控

除・外国税額控除）前の額となります。

　　※　幼稚園等に入園する子どもがいる場合は、保育料軽減（免除）のために申請が必要となり

ます。申請手続きは、保育所入所決定後に保育所からご案内します。

　　※　保育料は月割りでの変更となります。

　　※　兄弟姉妹で入所する施設が異なっていても、保育料軽減（免除）が適用されます。

　　※　兄弟姉妹で同時入所する第１子目が３歳児以上であり、保育料が無償であっても、第２子

　　　目が３歳未満児であれば、保育料が半額になります。

　◇保育料の滞納について

　保育料を滞納した場合、督促状を子育て支援課よりお送りします。

　督促状を受け取ったにもかかわらず納付がない場合は、滞納処分を受ける対象となります。

　在所中で保育料に滞納がある世帯については、保育料納付者との公平性を著しく欠くこととなるた

　め、次年度の継続入所の可否を検討させていただきます。

　保育料は、保育所の適切な運営に必要な財源です。納期限までに必ず納めてください。

⑦延長保育料について

　延長保育料は、所得に関わらず、算定します。

　第１子目　　 ：月額3,000円

　第２子目以降 ：月額1,500円

　※　日割り計算は行いません。

　※　前ページの保育料基準表の階層１または２に該当する世帯の延長保育料は無料です。

　※　申請手続きは、保育所入所決定後に保育所からご案内します。

　※　兄弟姉妹で入所する施設が異なっていても、第２子目以降は月額1,500円です。
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⑧保育時間、休園日

保育時間は標準時間と短時間に区分され、保育所ごとに時間が異なります。

施設名 短時間 標準時間 延長保育

富谷保育所

富ケ丘保育所

東向陽台保育所

成田保育所

上桜木果樹園の森こども園 8：30～16：30 7：15～18：15 18：15～19：15

明石台若樹の森こども園 8：30～16：30 7：15～18：15 18：15～19：15

とみや杜の橋こども園 8：30～16：30 7：15～18：15 18：15～19：15

アルシュ富谷こども園 8：30～16：30 7：15～18：15 18：15～19：15

認定こども園　富谷ひよこ園 8：30～16：30 7：00～18：00 18：00～19：00

明石台こども園 8：30～16：30 7：00～18：00 ※１

ぷらむ保育園富谷　※２ 8：30～16：30 7：00～18：00 18：00～19：00

富ケ丘菜の花保育園 8：30～16：30 7：15～18：15 18：15～19：15

明石台くまちゃん保育園 8：00～16：00 7：00～18：00 18：00～19：00

ぷらむ保育園大清水 8：30～16：30 7：00～18：00 18：00～19：00

（平日）

7：15～18：15

（土曜）

7：30～17：00

富谷ひよこの里 8：30～16：30

ひよこのおうち 8：30～16：30

キッズフィールド大清水園 8：00～16：00 7：15～18：15 18：15～19：15

らびっと保育室 8：30～16：30 7：30～18：30 要相談

🌼日曜祝日、年末・年始（１２月２９日～１月３日）は休園日となります。

🌼保育時間の区分によって保育料が異なります。（Ｐ５参照）

🌼原則として、月の途中から保育時間区分を変更することはできません。

🌼保育時間区分の変更を希望される場合は、変更月の前月１０日までに保育所へ書類を提出ください。

🌼土曜日は延長保育を実施していません。

7：00～18：00 18：00～19：00

※１　詳細につきましては園に直接確認してください。
※２　ぷらむ保育園富谷は令和７年４月に、認可保育園から認定こども園に移行予定です。

8：30～16：30

（平日）
7：15～18：15

（土曜）
7：15～17：30

18：15～19：00

大清水ぞうさん保育園 18：15～19：008：30～16：30
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⑨よくあるご質問

◆申請について

Ｑ　希望保育所が複数ありますが、申請書に書ききれなかった保育所は案内されないのですか？

Ａ　申請書にご記載のない保育所でも空きがある場合はご案内いたします。特に富谷市全体の入所

　　可能枠が残りわずかの場合は、希望がなくても空いている保育所をご案内することがよくありま

　　す。案内のあった保育所を辞退された場合、次の審査の対象となります。

 

Ｑ　富谷市外に住んでいる場合でも申請は可能ですか？

Ａ　保育所入所日までに転入いただければ可能です。申請書には、現住所を記載するほか、転入予定

　　住所が決定している場合は、住所欄の余白に新住所及び転入予定日を記載してください。

　　また、保育所の入所日までに転入していただく必要があります。

Ｑ　兄弟姉妹で同時に申し込む場合、書類は１つでいいですか？

Ａ　申請書は子ども１人につき１部ご提出ください。

　　就労証明書や所得課税（非課税）証明書は写しで代用が可能です。

Ｑ　育児休業中でも申請は可能ですか？

Ａ　可能です。ただし、保育所入所後２か月以内に復職していただく必要があります。

◆保育料について

Ｑ　祖父母と同居していますが、祖父母の収入は保育料に影響しますか？

Ａ　ひとり親世帯の場合のみ影響します。

　　祖父母のうち所得割額の高い方と子どもの母（父）の所得割額を合算し、保育料を算定します。

　　また、原則として世帯を分離していても同居とみなします。

Ｑ　３歳の誕生日を迎えましたが、保育料は無償になりますか？

Ａ　３歳の誕生日を迎えた年度の翌年度４月分保育料から無償になります。

　　例）令和６年５月１日に３歳の誕生日を迎えた子どもは、令和７年４月分保育料から無償です。

◆その他

Ｑ　案内された保育園を辞退した場合、保留通知書はもらえますか？

Ａ　保留通知書の発行は可能ですが、保育所入所を辞退したことが記載されます。

Ｑ　入所保留通知書が届きました。働かなくてはいけない状況ですがどうしたらいいですか？

Ａ　ご希望に添えず申し訳ございません。認可外保育所や保育所・認定こども園で実施している一時

　　預かり等（Ｐ９参照）の利用をご検討ください。

　　幼児教育・保育無償化により、保育料が軽減(上限あり)される場合があります。

Ｑ　小規模保育施設や家庭的保育施設に入所した子どもは、３歳児以降も別の園で入所できますか？

Ａ　新規申請者より優先的に調整いたしますが（Ｐ４参照）、希望保育所に入所できるとは限らず、

　　入所保留となる可能性がございますのでご了承ください。
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≪その他の子育て支援サービスについて≫

➉一時保育

利用申請については、実施施設にお問い合わせください。

０～２歳児 ３～５歳児

富ケ丘保育所 358-3288 7：30～18：00 2,500円 1,400円

成田保育所 348-3216 7：30～18：00 2,500円 1,400円

明石台若樹の森こども園 374-5627 8：30～17：30 2,500円 1,500円

アルシュ富谷こども園 341-0740 8：30～17：30 2,500円 1,500円

※　緊急の場合以外は、利用日数に制限があります。

※　上記保育料に飲食費を含みます。

※　上桜木果樹園の森こども園と明石台若樹の森こども園は、利用時間に制限（１日８時間以内）があり、

　　お昼寝用布団リース料として月額800円かかります。

※　アルシュ富谷こども園は、手ぶら登園費（オムツ、コット、エプロンなどのサブスク料金）として日額３００円、

      月額６,０００円がかかります。詳細については直接園にご確認ください。

※　富谷市に住民登録がある方が対象です。

※　保護者が就労等により保育が必要な場合に利用できます。

◆その他の一時保育

施設名 ＴＥＬ 利用時間

とみや子育てサロン 779-6981 火曜～土曜　 9時～15時

ほっと育く（ほっとすく） 348-7292 月曜～金曜　 9時～16時

⑪病児・病後児保育

体調不良児対応型（在籍児童のみ対象）

施設名 ＴＥＬ

上桜木果樹園の森こども園 022-348-7360

明石台若樹の森こども園 022-374-5627

とみや杜の橋こども園 022-348-5101

病後児対応型

施設名 ＴＥＬ

タウンクリニックえん 022-358-7141

こん小児科クリニック 022-725-7566

宮城県済生会こどもケアルーム 022-351-5120

大和町病後児保育室 022-344-7505

◆利用料：2,000円

⇒飲食代、医療代、ミルク代等は別途料金が発生します。

◆利用方法

⇒直接実施施設へ連絡のうえお申し込みください。

利用申請書は、子育て支援課・実施施設にあります。

※大和町病後児保育室の利用対象児童は１歳から小学３年生の病後児のみとなります。

大和町吉田字北谷地1番地の1 公立黒川病院駐車場内

施設名 TEL 利用時間
保育料

保育料

700円／１時間

770円／１時間

所在地

富谷市上桜木二丁目1番地９

富谷市明石台四丁目３番地３

富谷市杜乃橋二丁目１１番地６

所在地

富谷市明石台七丁目１番地５

仙台市泉区八乙女中央二丁目4-25

富谷市成田八丁目４番地６
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⑫ファミリー・サポート・センターについて

子育てを地域でお手伝いし、支え合いが出来るよう「子育ての支援を受けたい方（利用会員）」と

「子育ての支援をしたい方（協力会員）」が会員組織で運営します。

◆こんなときに利用できます

・残業の時、保育園に迎えに行ってもらい、仕事が終わるまで預かって欲しい。

・早番の朝、保育園に送り届けて欲しい。　　　

◇利用時間：７時～１９時

　※上記以外の時間帯は要相談

◆利用料金

利用時間帯区分 １時間あたりの料金

平日　７時～１９時 600円

平日　上記以外の時間帯

土日祝日・年末年始

　※　送迎時の交通謝礼金、預かり時の食事、おやつ代等は別途かかります。

◇ファミリー・サポート・センターの問い合わせ、申請先

とみや子育てファミリー・サポート・センター

富谷市富谷西沢１３番地（富谷市社会福祉協議会内）　

TEL：022-358-3981

　※　土日祝日・年末年始はお休みです。

申請書類はすべて揃いましたか？申請前にもう一度ご確認ください。（詳細はＰ3）

□　教育・保育給付認定・変更申請書

□　保育所入所申込書兼家庭状況調査書

□　児童発育調査票

□　保育が必要な状況を証明する書類

□　令和６年度 市町村民税所得課税（非課税）証明書（該当者のみ）

□　認可保育園等保育施設入所に係る同意書

□　マイナンバー記入用紙

□　申請保護者のマイナンバー確認書類（マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等）

□　申請保護者の身元確認書類（運転免許証、パスポート等）

700円
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